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Ⅰ 国策会社としての南洋興発

Ⅱ 松江春次の経営理念

まとめとして

は じ め に

南洋興発株式会社は，第一次世界大戦後の

１９２１年１１月，海軍軍政下の南洋群島を主要な事

業地として，東洋拓殖株式会社（注１）が出資して

設立された。創設以来，事実上の経営トップで

ある専務取締役の任にあたった松江春次は，

１９３０年に社長に就任する。１９４０年に会長となっ

た後，４３年に相談役に退き，GHQの指令によ

り会社が閉鎖される４５年までその地位にあった。

経営者として終始関わった松江を抜きにして，

南洋興発を考えることはできないであろう。

以前，筆者は松江春次に関する論考を示した

［高木１９９８］。それは，松江に関する資料をリ

ストアップし，経歴を紹介し，彼が示した南進

論の集大成ともいうべき著書『蘭領ニューギニ

ア買収案』をめぐる思想や行動を探るものだっ

た。同書は１９３２年の現地視察を踏まえ，その後

なされた政府・軍関係者への講演内容をまとめ

たもので，３４年に上梓されている。この時期は，

南洋興発が群島内での製糖を中心とした事業を

軌道に乗せ，群島外への進出を始めた時期と重

なる。

松江の南進論は以下のようにまとめることが

できる。

松江は，日本の進出によって生じる国際問題

を楽観視しており，現状に対する危機意識やそ

の方策において従来の南進論と際立った差異は

ないが，「蘭領ニューギニア買収案」により南

南洋興発の財政状況と松江春次の南進論
たか ぎ しげ き

高 木 茂 樹

《要 約》

松江春次が率いた南洋興発は，東洋拓殖の出資をもとに成立し，海軍，南洋庁といった政府機関を

後ろ盾とした国策会社であった。その成功は配当金という形で東洋拓殖に還流し，納付された税金は

南洋庁の財政的独立や「南洋群島開発計画」に寄与した。

南洋群島に続く排他的経済圏の確立を，蘭領ニューギニア買収案の先に見据えていた松江は，国家

的な後ろ盾を必須としていた。その松江の南進論は北進を否定するものではなく，南北併進を旨とす

るものだった。東洋拓殖の子会社の社長という立場から決して自由ではなかったのである。ブロック

経済的思想を並行させたのも，北進との対置としてではなく，北進論を大前提として付加的になされ

た南進論によるものだったからである。

──────────────────────────────────────────────
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進のモデルケースを示した。

松江は，広田弘毅外相宛１９３４年１１月１４日付書

簡「日蘭会商ト南方発展ノ確保ニ関スル件」で，

蘭領ニューギニアを勢力下に入れることで「日

満南ノ完全ナル経済ブロツク」が完成されると

言明しており，彼の主張は，日本が北東アジア

の資源を求める北進論から東南アジアの資源を

求める南進論に傾き「大東亜戦争」へ向う先駆

的役割を果たしたのではないか。

また，松江の南進論は次のような点からみて

政治工作を中心としたもので，特に海軍との一

心同体的な相互依存関係に裏打ちされていた。

すなわち「蘭領ニューギニア買収案」が極秘扱

いで，政府および軍関係者に限定した提言であ

った点。また現実に動いている海軍の南進政策

にも積極的に関与していた点（具体的には１９３５

年に海軍内で組織された「対南洋方策研究委員会」

で海軍がポルトガル領ティモール進出の具体的方

策として南洋興発を水面下で支援する方針を固め，

南洋興発がそれに呼応するために３７年，現地で日

葡合弁企業S・A・P・T［Sociedade Agricola Patria e

Trabalho, Ltda］を設立したこと。１９３９年の海軍

による海南島占領に際して，便宜供与を懇願し，

翌年南洋興発が同地で事業所を開設したこと）

である。

さらに，「蘭領ニューギニア買収」を軸にし

ながら，松江の南進論が買収という形で一貫さ

れていなかったことも指摘した。松江にとって

買収はひとつの手段に過ぎず，買収に失敗して

も善後策を講じるのにためらいはなかった。場

当たり的にもみえる松江の態度は，海軍との緊

密な関係に起因するのであった。そして，松江

の南進論は買収により獲得すべき自国の植民地

「蘭領ニューギニア」の周辺に経済的進出を果

たし，日本を中心とするアウタルキーを完成し

ようとしたものと結論づけたのである。

このように，以前示した論考は主に海軍との

関係において松江の南進論を考察したものであ

った。その後，松江や南洋興発に関する未見資

料を確認するにつけ，南洋興発のトップとして

の松江の立場について看過できないと考えるに

至った。

そこで本論では，これまで十分に紹介されて

こなかった「南洋興発株式会社営業報告書」（注２）

（原本は武村次郎（注３）所蔵）を利用して南洋興発

の財政状況を整理し，経営トップとしての松江

の立場がその南進論にどのような影響を与えた

かを検討する。

矢内原忠雄は，「南洋興発株式会社は最初か

ら南洋群島の『統治』に関連して起こされし企

業であり，東拓の出資と政府の保護と松江氏の

企業心とを以て今日の成功を博した」との評価

を下している［矢内原１９６３，９４］。また，「興発

会社の経営と南洋庁の『統治』とが密接なる相

互的依存関係」にあり，台湾における鈴木商店

以上の存在だと指摘し［矢内原１９６３，９７―９８］，

「島民と殆んど直接の経済的関係を有せざる企

業」と定義している［矢内原１９６３，１０６］。

安倍惇は，矢内原の評価を敷衍して「植民会

社南洋興発の企業的発展と植民地行政および財

政をそれぞれ密接な相互関係のもとに結びつけ

ることによって植民政策の『成功』をもたらし

た」との見解を示している［安倍１９８５，６３］。

こうした評価を踏まえ，今泉裕美子は，その後

の南進政策と関連づけて「南洋群島を熱帯にお

ける拓殖実験地とし，日本がここを踏み台とし

て南方へ進出する為に有用な産業開発を進める

ことは，現地住民の『物質的幸福』の実現とは
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無関係であり，むしろ，１９３０年代半ば以降，南

洋群島経済が国の南方進出政策に呼応してゆく

基盤を準備するもの」との見解を示している［今

泉１９９４，３３］。

また，ピーティー（Mark R. Peattie）は，南洋

興発が南洋貿易，南洋拓殖とともに日本統治下

のミクロネシア開発の三本柱であったとし，「域

内への外国企業（参入──引用者）を排除して

いたので外国企業との競争にさらされることな

く，戦間期に政府の支援と民間企業とが結びつ

いて進められたミクロネシア開発は，政府から

毎年の補助金を受けなくとも，十分に自立でき

る経済を築きあげたばかりでなく，わずかなが

ら日本帝国全体への貢献をするまでにいたっ

た」とまとめている［ピーティー１９９２，２０２］。

本論では，営業報告書などに記された全営業

期間に関わるデータを図表化することで南洋興

発の財政状況を改めて分析し，先行研究の見解

と照合する。そして，矢内原が南洋興発の成功

の要因として指摘した，「東拓の出資と政府の

保護と松江氏の企業心」に着目し，東拓の子会

社として南洋興発を位置づけ，国家との緊密な

経済関係という視点から導き出される国策会社

としての役割を指摘する。そのうえで，こうし

た境遇にあった松江春次の経営理念を取り上げ，

南洋興発の財政確立が松江の南進論にどのよう

な性格をもたらしたかを究明していく。

Ⅰ 国策会社としての南洋興発

１．松江春次と南興のあゆみ

松江春次は，１８７６年，福島県会津若松で生ま

れた。会津藩士の父の影響もあり，軍人になる

夢を持つも，２度の陸軍士官学校受験に失敗し，

１８９６年，東京高等工業学校に入学［能仲１９４１，

２４―６４］，卒業後，日本精糖株式会社（注４）に入社

した。１９０３年，在職のまま農商務省の海外実業

練習生としてアメリカのルイジアナ大学に留学

した［能仲１９４１，６５―６８］。

１９０７年，帰国した松江は会社に復帰し，翌年

には日本で最初の角砂糖の製造に成功する［武

村１９８４，１４５］。しかし，会社幹部が砂糖事業の

官営化実現に奔走し，代議士の買収に動いて，

「日糖事件」が起き混乱する１９１０年，松江は台

湾糖業開発を目指して日糖を辞職する。これは，

松江が入社以来抱いていた原料の自給自足とい

う宿願実現のための決意でもあったようだ［能

仲１９４１，９６］。

同年，松江は台湾へ渡り，斗六製糖の設立に

参画した。１９１５年，斗六製糖が東洋製糖に買収

されると，松江は台湾の新高製糖に移り，常務

として台湾事業の指揮をとる。第一次世界大戦

の影響で糖価が一気に高騰，新高製糖の売上も

好成績をあげたが，この時点ですでに台湾にお

ける製糖事業の限界を感じていた松江は，日本

の占領した南洋群島への進出を会社に進言した

が受け入れられず，１９２０年，新高製糖を辞職す

ることになる［武村１９８４，１４６］。

１９２１年，東洋拓殖株式会社の助力によって，

西村拓殖株式会社（注５）と南洋殖産株式会社（注６）

の権利を継承する形で，南洋興発株式会社（注７）

が設立された。南洋興発は「サイパン島におけ

る浮浪移民を吸収し，かつ，健全な発展力に富

む社会を海外に築き，内地の人口問題に寄与す

るため，拓殖移民を標榜する」［武村１９８４，７８］

という基本構想のもと，製糖事業を中心に創業

された。松江はその専務取締役に就任し，翌１９２２

年，サイパン製糖工場の建設に携わった。しか

������ 研究ノート �������������������������������

28



し，操業を開始した１９２３年度に害虫被害や関東

大震災，翌２４年度にも害虫被害や大干ばつに見

舞われ，経営不振に陥る。１９２５年度，ようやく

製糖事業が好転し，他方面に事業を展開してい

くことになる。こうした成果を背景に１９３０年，

松江春次は空位だった社長に就任する。松江率

いる南洋興発はサイパン島など「内南洋」（注８）

での事業の成功をきっかけに，「外南洋」（注９）へ

と食指を動かし始める。

１９３１年１２月，南洋興発の１００パーセント出資

によって，オランダ法人，南洋興発合名会社が

蘭領ニューギニアに創設される［武村１９８４，８１］。

さらに，南洋興発は，１９３７年に蘭領セレベス

島，葡領ティモールに進出，それぞれに傍系企

業である南太平洋貿易株式会社，ポルトガル法

人のS・A・P・Tを設立する。１９４０年には軍命によ

り，海南島での事業に着手した［武村１９８４，８６

―９０］。事業は，水産，鉱業，貿易，運輸にまで

拡張し，傍系企業約２０社を擁する南興コンツェ

ルンが形成されるに至る（表１）。

１９４０年１２月，松江は取締役会長に就任，後任

の社長に栗林徳一が就任する。日本が太平洋戦

争に突き進もうとしている頃，南洋興発は海軍

との協力関係を強化し，事業をグアム，ジャワ，

マニラ等で展開し，戦時下でも事業を拡大して

いく［武村１９８４，９２］。１９４３年１２月，松江は会

長を辞任して相談役に退き，事実上南洋興発の

経営から訣別する。

その後，マリアナ地区における戦力増強と兵

站食糧の確保に関し，１９４４年４月，南洋興発の

全機能を軍の使用に供することとなり，事業休

止に対する損失補�と企業の存続維持に足る経

済的援助を軍が行うという，マリアナ地区軍民

協定が成立した。しかし，同年６月以後，米軍

の攻撃が強まり，サイパン，グアム，テニアン，

ロタ島等の南洋興発の事業施設はことごとく壊

滅してしまった［武村１９８４，９７］。

１９４５年９月，GHQの日本政府に対する指令

「外地銀行，外国銀行および特別戦時機関の閉

鎖に関する覚書」により，南洋興発は即時閉鎖

を命ぜられ，松江も一切の公職から追放される。

その後，閉鎖機関保管人委員会の特殊管理下に

置かれ，１９５４年，特殊清算が終結した時点で名

実ともに消滅し，その歴史を閉じる［武村１９８４，

９９―１００］。

１９５１年８月，追放を解除された松江は，南方

開発再開を試み，各種の計画を立案したが，５４

年３月アメリカによるビキニ水爆実験により事

業再開は支障をきたした。そして，その年の１１

月２９日，７８歳で他界する。

２．東洋拓殖の子会社・南洋興発

「南洋興発株式会社営業報告書」には，１９２０

年度から４５年度までの全営業期間の関連文書が

収録されている。１９３０年度からは半期決算とな

っており，決算期は計４１期（ただし，第１期お

よび第２期は西村拓殖株式会社）を数える。報告

書は，「営業報告書」「貸借対照表」「財産目録」

「損益計算書」「利益処分案」および「株主名

簿」（第２１期まで）から構成されている。

「貸借対照表」をもとに各年度末の残高を列

記したのが表２，「損益計算書」をもとに各年度

の収益と損失を列記したのが表３である。表２

をみると，１９３２年度に「借入金」が消滅したの

と前後して，前期繰越金と当期純利益を合計し

た「未処分利益」額が増加し，「有価証券・出

資金」も増加している。表３をみると，初配当

のあった１９２５年度以後，利益額は順調に増加し

ている。収益の増大が借入金をなくし，蓄積さ
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南洋興発株式会社

資 本 金 ５０００万円
取締役社長 栗 林 徳 一
設 立 創業 １９１９年１１月１８日

（西村拓殖KK）
設立 １９２１年１１月２９日

設 立 者 松 江 春 次
事 務 所 本社 パラオ諸島コロール島

（商法上の本店）
支社 サイパン島チャランカノア
東京事務所（実質上の本店）
支店 東京，大阪（商法上の支店）

＜内地事業所＞
芝浦工場（製酒）
横浜工場（製油）
宇都宮農場外

＜群島内事業所＞
サイパン製糖所（製糖，酒精，燐礦）
テニアン製糖所（製糖，酒精）
ロタ製糖所（製糖，酒精）
その他の事務所（パラオ，ヤップ，トラック，

ポナペ，クサイ，マーシャル）
＜外領事業所＞
大宮（グアム）事業所（製油）
海南島事業所（農産）
旺洋島（オーシャン）事業所（燐礦）
スンダ事業所（棉花）
ジャワ事業所（製糖，製麻）
ギルバート事業所
アンボン事業所（造船，農産）
メナード事業所（コプラ，棉作）
マカッサル事業所（コプラ，ゴム，米作）
チモール事業所（コプラ，農産）
ラバウル事業所（コプラ，製材）
マノクワリ事業所（製材，造船）
東部ニューギニア事業所
マニラ事業所（製糖，酒精，製油）

南興コンツェルンの大要

（カッコ内パーセントは，閉鎖機関整理委員会の報
告書に基づく南興の最終持株比率）
＜群島内＞
南興水産KK（２４％）
パラオを本拠とする鰹漁業，製氷等
日本真珠KK（５０％）
アラフラ海を本拠とする真珠貝採取事業
南洋石油KK（１９％）
パラオを本拠とする石油供給事業
南方産業KK（８０％）
パラオの埋立，土木事業
南洋特殊繊維KK（５０％）
パラオ，クサイにおける黄麻栽培事業
東印度水産KK（５０％）パラオ
南洋船渠KK（８６％）パラオ
南洋毎日新聞（６４％）パラオ
南洋交通KK（８６％）トラック

＜外領＞
南洋興発合名（１００％）
蘭領ニューギニアにける樹脂，棉作，黄麻事
業（オランダ法人）

S・A・P・T（４０％）
葡領チモールにおける農園経営，貿易事業
（ポルトガル法人）
南太平洋貿易KK（４３％）
蘭領セレベスにおける農園経営，コプラ貿易
事業
マニラ醸造KK（８７％）
フィリピンにおける清酒事業
（フィリピン法人）
マカッサル水産（８５％）
蘭領セレベスにおける水産事業

＜内地＞
海洋殖産KK（９０％）真珠貝加工事業
鵬南運輸KK（５０％）
南貿汽船KK（１００％）
東京測機KK（７５％）
興亜土木KK，興亜航空土木KK，興亜航空工業
KK（各１００％）

＜その他の投資会社＞
南洋拓殖KK，大日本燐礦KK，日本砂糖統制KK，
満州製糖KK，その他

（出所）『太平洋学会誌』第３８号，１９８８年４月号，p.８０．

表１ 南洋興発株式会社の概要（閉鎖日現在）
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表２ 資産・負債概況
（単位：１，０００円）

資 産 資 本 ・ 負 債

年度１）
払込未済
資本金

土地
その他の
固定資産２）

商品等
有価証券
出資金

現 金
預 金

その他 合計 年度 資本金
法定
積立金

その他の
積立金

未処分
利益

借入金 その他 合計

１９２０
１９２１
１９２２
１９２３
１９２４

３，７５０
３，４２５

７９５
７９５
１，４９２
１，５７３
１，６２６

９７５
７６７
７７１
３，２０２
３，４４７

２０３
４６
３９４
３７５
２９９

４９
５
７２
７４
１５

３１０
１，１２４
１，５２０
４４３
６０１

６，０８２
６，１６１
４，２５０
５，６６６
５，９８８

１９２０
１９２１
１９２２
１９２３
１９２４

５，０００
５，０００
３，０００
３，０００
３，０００

５ ７０ ８９
５４

４９
５６０

１，６２５
１，８７５

１，０３３
１，１６１
６９０
９５２
９８４

６，０８２
６，１６１
４，２５０
５，６６６
５，９８８

１９２５
１９２６
１９２７
１９２８
１９２９

１，６５３
１，６７５
１，６３６
１，５９８
２，０１９

３，５２５
３，５４４
３，３６３
２，９５８
３，２８８

６１３
８６１
７９６
８５６
１，０１４

４１
５

５２４
７９

１，１３４
１５４
６９３

４６８
６３５

１，２９０
１，７４１
３，６８７

６，７８２
６，７９４
８，２５９
７，３１３
１０，７００

１９２５
１９２６
１９２７
１９２８
１９２９

３，０００
３，０００
３，０００
２，６００
２，６００

７
２４
４１
８１
１２１

１００
２１０
３２０
３９０
４６０

３５８
３５６
３８３
３９１
３６９

１，８７５
１，９７５
１，９７５
１，９７５
３，７２５

１，４４２
１，２２９
２，５３９
１，８７６
３，４２４

６，７８２
６，７９４
８，２５９
７，３１３
１０，７００

１９３０
１９３１
１９３２
１９３３
１９３４

１，７６０
１，７６０
１，７６０
９，７５０
９，７５０

２，１５３
２，２０５
２，２００
２，２０１
２，２５５

５，７５６
６，０００
５，９６２
５，２１８
４，７６７

１，４８３
１，６２９
３，８１１
４，６６４
２，２４３

１８
３４
４８１
６４８

７３
１，１４１
３６７

１，８８７
２，７６４

２，０８８
１，５５５
１，８１５
３，２８３
６，０５０

１３，３１３
１４，３０８
１５，９４９
２７，４８３
２８，４７６

１９３０
１９３１
１９３２
１９３３
１９３４

７，０００
７，０００
７，０００
２０，０００
２０，０００

１７６
２１１
２７０
３９０
５３０

５８０
６６０
８１０

１，０６０
１，６６０

２７８
４０６
６０６

１，０８９
１，２３３

２，２７５
１，９７５
２，９７５

３，００５
４，０５６
４，２８９
４，９４５
５，０５３

１３，３１３
１４，３０８
１５，９４９
２７，４８３
２８，４７６

１９３５
１９３６
１９３７
１９３８
１９３９

７，８００
７，８００
１５，０００
１５，０００
１５，０００

２，５４５
３，１９４
３，８３２
４，５１２
４，８４７

６，６５４
９，２１０
１０，６２２
１０，９５４
１２，６５７

３，４１６
３，６５５
９，０８５
１２，５４４
１１，７０５

４１９
１，２１２
６，６８７
７，８８７
８，１８９

３，００４
６２９

５，９３９
３，９５５
３，２３１

７，８９０
７，６８２
１０，７３５
１３，７９１
１６，１６２

３１，７２８
３３，３８２
６１，９０２
６８，６４３
７１，７９２

１９３５
１９３６
１９３７
１９３８
１９３９

２０，０００
２０，０００
４０，０００
４０，０００
４０，０００

６７０
８７０

１，０８０
１，３４０
１，５９０

２，６６０
４，６６０
６，５６０
８，４６０
９，８１０

２，３３６
２，３３４
３，０８９
３，２４３
３，０４８

６，０６２
５，５１８
１１，１７３
１５，６００
１７，３４４

３１，７２８
３３，３８２
６１，９０２
６８，６４３
７１，７９２

１９４０
１９４１
１９４２
１９４３
１９４４
１９４５

１５，０００
１０，０００

５，２２１
６，００４
６，２４５
６，８００
２，７１６
２，７１３

１３，８０６
１６，４２６
２０，７２０
２０，２０８
１４，６５７
１３，０５２

１６，２２７
１６，３５９
２４，０３２
２９，４２５
１４，７０９
９，３５１

９，２７２
９，０２８
１４，８０２
１７，６６８
１９，０８７
１５，６１５

２，３９４
２，０５０
３，８９８
５，９９１
２，６８７
１９，１１０

１７，９５２
１７，７８４
３１，０２１
３７，０６２
７８，１２７
６１，３８２

７９，８７２
７７，６５１
１００，７１８
１１７，１５３
１３１，９８３
１２１，２２３

１９４０
１９４１
１９４２
１９４３
１９４４
１９４５

４０，０００
４０，０００
５０，０００
５０，０００
５０，０００
５０，０００

１，８１０
２，０４０
２，８２６
３，１０６
３，３５６
３，４５６

１０，７１０
１１，１６０
１１，６６９
１１，８６９
１１，６９９
１１，７９９

２，７８９
３，０４８
３，８０２
３，８９０
２，８６６
２，５９０

１０，０００
２２，６１８
１６，８６３

２４，５６２
２１，４０２
３２，４２１
３８，２８９
４１，４４４
３６，５１６

７９，８７２
７７，６５１
１００，７１８
１１７，１５３
１３１，９８３
１２１，２２３

（出所）「南洋興発株式会社営業報告書」（第１－４１期）より筆者作成。
（注）１）各年度末（１９２９年度までは同年９月末，１９３０～３６年度は同年１０月末，１９３７年度以降は同年９月末）現在。

ただし，１９４５年度は３月末現在。１０００円単位に四捨五入してあるため，合計が合わない場合がある。
２）「その他の固定資産」には，建物，機械，鉄道，船舶，什器，家畜などが含まれる。
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（単位：１，０００円）

年度１）
収益合計

A

損失合計

B

当期
純損益
A－B

配当率
（％）

上期 下期

製品売上
その他の
売上２）

収入利息
・
補助金

その他の
収益

１９２０
１９２１
１９２２
１９２３
１９２４

１３９
９３
１８２
７２９
１，５５３

４９
５１２
１，２４８

１３４
９３
１６
３８
８７

５
１２
１３５
１０２

１０４
４５
１１５

２４７
１，０６０
１９４
６４０
１，５０１

－１０８
－９６７
－１２
８９
５２

１９２５
１９２６
１９２７
１９２８
１９２９

２，９００
３，２５９
４，５２０
４，１１２
３，７３５

２，５４５
２，７４８
４，０６８
３，６３２
３，１４７

１１５
１２２
１５４
１２９
１７５

１５６
２７１
１８９
２４２
２８４

８４
１１８
１０９
１０８
１２９

２，５６４
２，９３３
４，１６４
３，７６７
３，３９８

３３６
３２６
３５５
３４５
３３７

８．０
８．０
９．０
９．０
９．０

１９３０
１９３１
１９３２
１９３３
１９３４

６，５０５
９，３４３
９，９１６
１１，６４５
１１，０２２

５，５１１
８，３７２
８，８８７
１０，７２０
１０，１７７

２３１
２５５
２７２
２７７
２２１

５８９
６０３
５７０
４５８
３６６

１７５
１１３
１８７
１９０
２５７

６，００５
８，６９９
９，０５６
１０，１９８
９，１４９

５０１
６４４
８６０
１，４４８
１，８７３

９．０
７．５
８．０
９．０
９．０

７．５
７．５
９．０
９．０
９．０

１９３５
１９３６
１９３７
１９３８
１９３９

１６，１８３
１５，６８３
２１，２８０
３０，１８５
３０，５１０

１５，１１６
１４，７４７
２０，５１５
２８，６３０
２９，０８４

３２１
２１３
１９９
２９５
２９５

４９２
３８０
１９６
４０３
３４７

２５４
３４３
３７０
８５７
７８３

１３，２１７
１２，２２７
１６，８５２
２５，０３５
２５，９０５

２，９６６
３，４５６
４，４２９
５，１４９
４，６０５

９．０
９．０
１２．０
１２．０
１２．０

９．０
１０．０
１２．０
１２．０
１２．０

１９４０
１９４１
１９４２
１９４３
１９４４
１９４５

３０，６５１
３３，７７２
３２，４８３
３９，５９１
２９，２７４
５，１０２

２８，８０７
３２，１４０
２９，４８７
３０，９９２

２７１
３０５
１，１６４
６，９５６

３８２
２８４
３４１
３６６
２２９
２４６

１，１９１
１，０４３
１，４９２
１，２７７
６０８
１，６０１

２６，８４０
２９，７４４
２８，２２９
３４，２３７
２５，９７７
３，６６８

３，８１１
４，０２７
４，２５４
５，３５４
３，２９７
１，４３４

１０．０
９．０
９．０
７．０
６．０
４．０

１０．０
９．０
７．０
６．０
６．０※２８，４３７

３，２５６

（出所）「南洋興発株式会社営業報告書」（第１―４１期）より筆者作成。
（注）１）１９２０―２１年度は西村拓殖、２２年度以降は南洋興発。

営業年度は，１９２９年度までは前年１０月から９月まで。ただし，１９２０年度は１９１９年１１月の設立から２０年
９月まで。
１９３０年度以降は半期制。決算期変更に伴い，１９３０年度上期は１９２９年１０月から３０年４月までの７カ月，
下期は３０年５月から３１年１０月まで。１９３１～３６年度は上期期首前年１１月，下期期首５月。
決算期変更に伴い，１９３７年度上期は１９３６年１１月から３７年３月までの５カ月，下期は３７年４月から３７年
９月まで。
１９３８年度からは上期期首１０月，下期期首４月。１９４５年度上期が最終決算期となる。
１９４４年度下期から特種事業収入が加わり，製品売上と事業売上の項目を合算。
なお，特種事業収入は４４年度下期１０７５万円、４５年度上期２８３万８０００円。
１０００円単位に四捨五入してあるため，合計が合わない場合がある。
２）「その他の売上」は，製品売上以外の農事収入・家畜収入・運輸収入などを指す。

表３ 損益概況および配当率
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れた利益が南洋興発合名会社（１９３１年設立）な

どの子会社の出資に回っていったと考えられる。

表４は南洋興発の全株式に占める東拓の保有

比率を示したものである。最大時においては８

割を超え，１９３３年の大幅な増資後に比率は下が

ったものの，ほぼ５割を維持している。株式配

当率（表３）は１０パーセント前後の高配当を維

持しており，出資額を上回る多額の資金が東洋

拓殖に還流していったことがわかる。１９４５年の

東洋拓殖閉鎖時において，東拓の関係会社株式

引受総額は２億６１５２万５０００円にのぼる。表５は，

資本投下先のうち子会社に関する一覧である。

南洋興発株式の引受額は２４４８万８０００円で，満蒙

毛織株式の引受額２３５７万８０００円を上回っており，

南洋興発は東洋拓殖の子会社中，出資額におい

て最大規模の会社だったといえる。

人事面からみても，南洋興発設立時の松江以

外の役員は，村田命穆，八木武三郎，蜷川新の

３取締役および人見次郎監査役がいずれも東洋

拓殖からの派遣であり，創業期以後も役員が送

られ続けていた。歴代の役員一覧（図１）をみ

ると，「南興生え抜き」の役員が誕生するのは

年月日 資本金（円） 総株数 東拓株数 東拓比率（％） 摘要

１９２２年９月３０日

１９２８年９月３０日

１９３０年１０月３１日

１９３３年１０月３１日

１９４０年９月３０日

１９４５年９月３０日

３，０００，０００

２，６００，０００

７，０００，０００

２０，０００，０００

４０，０００，０００

５０，０００，０００

６０，０００

５２，０００

１４０，０００

４００，０００

８００，０００

１，０００，０００

４１，０００

４１，４００

１１４，５００

１９９，６５０

４０９，５４０

４８９，７６０

６８．３

７９．６

８１．８

４９．９

５１．１

４８．９

１９２２年度期末。

１９２８年度期末。１９２８年３月１１日
に非優先株式の併合減資。
１９３０年度期末。１９３０年７月１０日
に増資。
１９３３年度期末。１９３３年３月２０日
に増資。
１９４０年度期末。１９３７年６月１５日
に増資済。
閉鎖時。１９４２年７月１日，南洋
貿易の吸収合併により増資済。

（出所）「南洋興発株式会社営業報告書」（第１―４１期），武村（１９８４）．

表５ 東洋拓殖の子会社（１９４５年６月末現在）
（単位：１，０００円）

社 名 資本金 引受比率（％） 引受額

東省実業
満蒙毛織
南洋興発
東拓土地建物
朝鮮都市経営
東拓鉱業
大同酒精
海南産業
日本無水酒精特許
朝鮮無水酒精
天津貿易公司
長城炭鉱鉄道
朝鮮亜鉛鉱業
海林木材
朝鮮有煙炭
飛嶋農事
北鮮開発
三和鉱業
海南農事
東洋雲母鉱業
釜山臨港鉄道
朝鮮製鉄
朝鮮特殊金属
北満興業
東亜繊維工業１）

裕大合記紡績公司
華友製粉
南洋林業

５，０００
８０，０００
５０，０００
５，０００
５００

７，０００
４，０００
５，０００
３，５００
５，０００
５，０００
１，５００
１，０００
５，０００
１９，１５０
５，０００
５，０００
５，０００
２００

５，０００
８，１００
１５，０００
２，０００
１０，０００

３０，０００元
７，５００
１０，０００
３，０００

１００．０
５０．０
４９．０
１００．０
１００．０
１００．０
７９．１
８２．３
５１．９
９３．４
５０．０
５０．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
９０．０
６３．５
５０．０
５０．０
１００．０
５０．０
５０．０
５０．０
１００．０

５，０００
２３，５７８
２４，４８８
１，６２５
２５０

７，０００
２，５８３
４，１１４
１，２７１
４，６７２
２，１２５
７５０

１，０００
５，０００
１９，１５０
５，０００
２，５００
５，０００
２００

４，５００
５，１４４
７，５００
５００

５，０００
２，７００
３，７５０
５，０００
３，０００

（出所）黒瀬（２００３，２９６―３０３）．
（注）１）資本金の単位は１０００元，東拓引受額は２７０万円

（１５００万元）。

表４ 東洋拓殖の資本保有比率の推移
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名　　前
1月

1月

1月 12月

1月 11月

4月 6月

4月 12月 12月

12月

12月 12月

9月

9月

9月

9月

9月

9月

9月

9月7月

7月

7月

12月

2月

2月

9月

9月

9月

9月

3月

3月

3月

3月

12月

東拓出身 南興出身 南貿出身 その他の出身 不明

43 44 45 4639 40 41 4235 36 37 3831 32 33 3427 28 29 30

取締役

取締役

取締役取締役

1922年 23 24 25 26

取　締　役取　締　役

常務

取　締　役

取　締　役

常務常務

取締役取締役

常務取　締　役

取締役

常　　務

取締役 副社長 社　　　長

常　　務

常　　　務

取締役 常　　　務

取　締　役

専　　　務

取締役

取締役

取　締　役 常　　務

常務

取　締　役

取締役

取締役

会　　長

取　締　役

取　締　役

取　締　役

取締役 常　　務

取締役

松江春次松江春次

村田命穆

八木武三郎

蜷川新

鈴木一来

夏秋十郎

斎藤亀三郎

加藤俊平

松井英夫

色部米作

水野恒路

和田駿

石川忠一

藤田達一

布施保次

柳瀬薫

栗林徳一栗林徳一

松浦諒助

小椋長吾

錦織毅三郎

棚木笵

大内勝治

大波信夫

小原潤一

今見昇

伊藤耕作伊藤耕作

中本勝一中本勝一

山崎軍太山崎軍太

花田菊蔵

吉田利和

藤原正人

文野年紀文野年紀

231922年 24 25 26 27 28 29 30 31 46

専　　　務 社　　　長 会　　長

40 41 42 4336 37

取　締　役

取締役

44 4538 3932 33 34 35

2月

6月

6月

6月

6月12月

11月 6月

6月 12月

12月 6月

6月 12月

6月 6月

6月 6月 6月

6月12月

12月6月

6月

12月

12月

12月

6月

12月

12月 6月 12月

6月 11月

12月 11月

12月 2月

伊藤耕作

中本勝一

山崎軍太

文野年紀

9月7月

7月

7月

2月

2月

9月3月

取締役

取　締　役

常務

取締役

図１ 役員一覧

（出所）武村（１９８４）をもとに筆者作成。
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名　　前
11月 11月

11月 11月

11月

9月3月

2月6月

東拓出身 南興出身 その他の出身 不明

1921年

1921年 22

22 3728 29 30 31 32 3633 34 3527 4640 41 42 43 44 4538 3923 24 25 26

4625 26 27 28 29 3023 24

窪寺勲

斎藤力

赤井文次郎

藤田吉左衛門

藤田達一

水野恒路

渡辺忍

本倉文雄

小椋長吾

中村虎猪

加藤俊平

山田穆

人見次郎

沼田政二郎

池辺竜一

土居千代三

31 32 4033 34 35 36 4541 42 43 4437 38 39

12月 9月

9月12月

12月

12月12月

12月 12月

12月6月

6月

6月

5月6月

6月

12月

12月12月

12月4月

7月

6月

１９３１年６月，創業以来松江の片腕として製糖技

術畑を歩んできた松井英夫の取締役就任が最初

である。これには製糖事業の好調が背景にある

のだろう。南興が蘭領ニューギニアに進出し，

群島外に初めて地歩を築いたのも同じ１９３１年末

で，時期的にも重なる。

東拓出身者のなかには，群島での現地業務を

統括した村田命穆（１９２２年１月から３５年６月まで

取締役，うち３０年４月からは常務取締役），東拓

の理事も務めた斎藤亀三郎（２４年１１月から３１年

６月まで取締役，３９年１２月から４４年２月まで専務

取締役）のように，長期にわたり経営に参画し

ていた人物もいる。また，監査役一覧（図２）

をみると，海軍大佐であった中村虎猪と経歴が

不詳の３人を除いても，東拓出身者が全営業期

間にわたり存在しており，東拓の影響力は甚大

であったといえる。

影響力は人事面ばかりか，財政面でも圧倒的

なものがあったようだ。ニューギニアの権利地

買収について，松江が「東拓総裁に相談して買

ひました」［松江１９３３，６］というほどである。

さらに，「一件五万円以上の支出に関しては，

一々東拓の了解を得る必要」があったという［串

田１９６６，６５］。

また，１９３７年度の会社創立１５周年記念配当を

めぐっては，東拓との間で激しい攻防があった。

木村国太郎と色部米作常務で臨んだ南興側は，

普通配当１０パーセント，記念配当２パーセント

の案をもって交渉にあたったが，東拓の大志摩

孫四郎理事は普通配当１５パーセント，記念配当

５パーセントを主張して譲らなかったという。

「南洋興発も漸次南進して行ってペイしない事

図２ 監査役一覧

（出所）武村（１９８４）をもとに筆者作成。
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業地を砂糖でカバァしなければならなくなり出

したときだから，配当一割も重荷になることは

眼にみえているので，これ以上配当を上げるこ

とはどうしてもできない業績，ただ増資を近く

控えているので，配当を前期から一割にした」

との説明に対して，大志摩理事は「大東拓が後

にいる」との返事をしただけだった。結局，交

渉は物別れに終わり，南興側は案を持ち帰り，

最終的に松江の裁定により普通配当１２パーセン

ト，記念配当２パーセントに決した［木村１９６６a，

１２２―１２３］。

南洋興発は，「海の満鉄」とも称されるよう

な一大企業体に成長したが，親会社東洋拓殖の

影響力は終始一貫揺るぎないものがあったとい

える。「南洋興発株式会社」の名づけ親が東洋

拓殖総裁の石塚英蔵であった［大波ほか１９６６d，

２８３］ことからも，その結びつきの強さは容易

に理解できるであろう。

３．国家への財政的貢献

南洋興発は，東洋拓殖の圧倒的な支援を受け

て成功に至った。その利益は，配当金という形

で親会社・東拓に還流し，国策遂行の資金源と

なっていった。このような，東拓を介した間接

的なやりとりばかりではなく，南洋興発は設立

以来，「政府の類例を見ざる保護政策の恩恵」

に浴し［水野１９６６，７８］，国家から補助金とい

う形で直接的な財政支援も受けていたのである。

表６は，「南洋興発と南洋庁の経済関係」を

示したものである。補助金の出所である南洋庁

の歳出をみると，補助金項目の産業奨励金のう

ち，主要作物・甘蔗にあてられたものは，分類

が明確な１９２２年度から３１年度を平均すると８９パ

ーセントにものぼる。南洋興発の「損益計算書」

にある補助金の項目をみると，１９２３年度から３６

年度まで受け入れがあったことがわかる。甘蔗

栽培は南洋興発の独占状態だったことを考慮す

れば，補助金の大部分が南洋興発に入っていっ

たことが推定できる。

一方，南洋興発から南洋庁にどれくらい税金

が納付されたのだろうか。「損益計算書」の損

金項目には税金が単独で計上されていないので，

「貸借対照表」の各期末時の仮納税金と未納税

金の残額を表記してみた。南洋興発が納めた税

金の大半は「出港税」だった。「出港税」とは，

南洋群島から日本国内や植民地に「移出」する

際，酒類，砂糖，織物に課せられた税金である。

これらの物品は消費税の対象となっていたが，

南洋群島は適用外だったため，消費税と同率の

「出港税」が１９２２年以来課せられていたのであ

る。

会計期間にズレがあり，納税時期も明確でな

いため，南洋興発の支出した税額と南洋庁が収

納した出港税の金額は必ずしも合致するもので

はないが，ほぼ相応する金額が並んでいる。松

江春次が，「幸に我々の納める所の税金，並に

アンガウル燐鉱の売上の二つを基礎と致しまし

て南洋庁も本年度（筆者注──１９３２年度）から

経済の独立が出来た」［松江１９３２c，４―５］とい

うのにも，十分な数値的裏づけがある。南洋興

発の事業の成功が南洋庁の独立採算をもたらし

たという表現は，誇張ともいえないのである。

南洋群島を所管した南洋庁は，１９２２年に設置

された。長官は勅任官で，内閣総理大臣（１９２９

年の拓務省設置後は拓務大臣）の指揮監督を受け

た。南洋庁の財政は，国庫とは別に南洋庁特別

会計として扱われた。表６をみると，設置当初

は国庫補充金が歳入の大半を占めていたことが

わかる。それが，１９３１年を最後に消滅する。こ
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表６ 南洋興発と南洋庁の経済関係
（単位：円）

年度 期末期日１）
南洋庁歳出 南興収入 南興支出 南洋庁歳入

産業奨励金
補助金２） 仮納税金 未納税金

歳入経常部 歳入臨時部
歳入総額

うち甘蔗 出港税 国庫補充金

１９２２
１９２３
１９２４
１９２５
１９２６

１９２２．９．３０
１９２３．９．３０
１９２４．９．３０
１９２５．９．３０
１９２６．９．３０

１６４，８０１
１２６，６７０
１６９，４４３
１４８，２５０
２６９，９５７

１３５，１１２
９４，３７４
１４０，４４１
１３０，６４８
１７３，９２０

１２３，３６０
８２，４５４
１２４，１３１
２７１，２８６

７６２
１１１，０８１
２８２，２４２

１０３，０３５
２７７，２３５
６５０，５００
６８６，４１５

７，９８８
１０３，０８５
２８２，２６２
６５１，５９４
６８８，０１１

１，３００，５４８
１，３９０，０６９
１，６７４，４４９
２，３３４，１４４
２，３９９，３６９

５，２３９，９６０
３，０００，０００
２，７８０，２０３
１，８００，０００
１，８００，０００

５，２３９，９６０
４，１５０，７９４
４，５８５，３７８
４，０７４，６０９
４，６０８，９５８

６，５４０，５０８
５，５４０，８６３
６，２５９，８２７
６，４０８，７５３
７，００８，３２７

１９２７
１９２８
１９２９
１９３０
１９３１

１９２７．９．３０
１９２８．９．３０
１９２９．９．３０
１９３０．１０．３１
１９３１．１０．３１

２６１，８２０
２８４，２６９
５３３，１６０
５４２，１００
５５６，６０８

２３５，９３０
２５７，３５５
５１４，９３０
４９２，８１０
５３１，３４６

１８８，５３４
２４１，９９０
２８３，７０５
５８８，９４７
６０３，０８２

２１８，３３６
１２４，４６３
１３６，１３３
２６２，５４８
２０５，７３１

１，０３４，１５４
８７０，３６１
９２７，９８４
１，４２４，７７６
２，８２５，２５８

１，０１７，０４２
１，００７，１３９
８９１，９２５
１，７６１，６９１
３，０７４，４３３

２，７３１，３１３
２，８３４，２１４
２，８３９，４８１
３，４０２，３２１
４，６９９，０５９

１，８００，０００
１，８００，０００
１，５００，０００
１，０００，０００
２７２，４５９

４，８６７，６６７
４，７９４，６６８
４，６０６，６３５
３，９６５，０９１
２，９９９，５３０

７，５９８，９８０
７，６２８，８８２
７，４４６，１１６
７，３６７，４１２
７，６９８，５８９

１９３２
１９３３
１９３４
１９３５
１９３６
１９３７

１９３２．１０．３１
１９３３．１０．３１
１９３４．１０．３１
１９３５．１０．３１
１９３６．１０．３１
１９３７．９．３０

６１３，０３８
５２４，２０３
５４５，５６７
５５３，９２３
１８８，６３９

５６９，８７６
４５７，５８７
３６６，２３５
４９１，６０９
３１９，５０８

１８３，３２８
２１９，４４０
５０２，１８３
４３８，９５９
５１２，９２１
１００，０８５

２，６４６，８０４
２，７７８，１２２
２，４９２，１３３
３，５６４，２９３
２，８５７，２６８
５，２１１，１００

３，０９０，０００
３，０３７，２２６
２，６９１，５３６
４，０５２，０１３
３，５０６，０５３
５，２５６，２６０

４，８１９，２９５
５，０１１，２７５
５，１１８，４６１
６，５５５，７５６
６，５０５，４７９
７，１７３，３５８

３，１３４，６８６
３，２３７，４８７
２，９７９，８２８
２，７２０，３５９
３，６５２，２６３
３，５６６，６４１

７，９５３，９８１
８，２４８，７６２
８，０９８，２８９
９，２７６，１１５
１０，１５７，７４２
１０，７３９，９９９

（出所）「南洋興発株式会社営業報告書」（第３―２６期），『日本帝国委任統治地域行政年報』．
（注）１）南洋興発の会計年度末。

２）南洋興発の受領した補助金のうち，斜体字は収入利息を含んだ金額。
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れが松江のいう「南洋庁経済の独立」である。

そればかりか，今度は南洋庁特別会計から国庫

一般会計に，１９３６年度の４５万円に始まり，３７年

度１１０万円，３８年度７０万円，３９年度７０万円［南

洋庁１９３８―１９４１］と繰り入れられ，資金が還流

するようになったのである。

南洋庁長官を務めた林寿夫（任１９３３年８月～

３６年９月）は，南洋興発の創立２０周年に際して，

「南洋庁経済の独立」の経緯について興味深い

発言をしている。「主として興発会社事業の発

達に伴ふ砂糖其他の出港税増加に従ひ之に応じ

て一般会計の補充金を夫れだけ減ずると云ふ謂

はゞ興発会社の税金で賄ふが如き姑息的な仕

組」だった，と語る一方で，南洋興発の納税成

績が「群島放棄説に対する有力な反駁材料」と

なり，南洋興発が「群島を哺育し来つた保姆の

役目」を果たして財政独立がなされ，「其の栄

冠は南洋庁よりも興発会社が着くべきもの」だ

ったと称賛したのち，「群島と興発会社とは共

存共死，一蓮托生の関係」にあると位置づけて

いるのである［林１９４１，４４―４５］。

退役海軍大佐で南洋経済研究所を主宰した小

西干比古は，この林を「内南洋方面先覚者」の

ひとりに数えている。小西は，林が南洋庁長官

に着任した当時を振り返り，「民間に於ては前

述の松江氏が居つて，大に南方発展の機運を促

進しつゝあつたが，群島官民一般，殊に南洋庁
ママ

官吏は多年の惰眠を貪ぼり，海軍さへ南洋群島
ママ

の重要性に就で再認識を始めた頃」であったと

する。そして，林が着任と同時に，「南洋群島

の重要性（国防上並に経済上）を深く認識し取

敢えず南洋航空路開設に着手し，次で外南洋進

出を目標とする南洋群島開発計画を提唱」した

ことを高く評価している［小西１９４３，１５―１６］。

南洋群島開発計画とは，林が南洋庁の自給自

足を建前に「十カ年計画」として策定したもの

で，通信，運輸，交通，産業，金融などの多方

面の整備を通して，「南洋群島を開明に致しま

して，其の力で更に国民の南進の根拠地にしや

う」という趣旨のものであった［林１９３６，６８］。

南洋庁特別会計をみると，「航空施設費」とし

て，１９３５年度１３万２６４２円，３６年度３６万９９８０円が

計上されている。また，「南洋開発事業費」と

して，１９３６年度２９万８９３７円，３７年度２００万３１０円，

３８年度１９９万５０３３円，３９年度２３４万９６６２円［南洋

庁１９３８―１９４１］が計上されており，林の南洋庁

長官在任時に計画は開始されたようだ。

林は，財源増強の柱として製糖業からの税収

が年１００万円以上見込めるとし，さらに燐鉱採

掘量の増加，営業税や所得税などの課税により，

合計年３００万円余りの増収を目論んでいた［林

１９３６，６７―６８］。国庫補充金に依存し，出先機関

的役割しかなかった南洋庁が，「南洋群島開発

計画」という独自色をみせ始めるのも，財政独

立が転機だったにちがいない。この背景には南

洋興発の成功があり，南洋庁はさらなる南洋興

発の隆盛を期待し，新たな戦略を策定したので

あった。南洋庁は，南洋興発との「共存共死，

一蓮托生」の関係を前提に，南進の前進基地と

して南洋群島を位置づけたのである。

Ⅱ 松江春次の経営理念

１．「内南洋」経済確立まで

南洋興発の事業は，１９３２年を画期として大き

く進展したと考えられる。それは，南洋群島で

の製糖事業からあがる税金が南洋庁の財政独立

に寄与することになり，社内的にも借入金が消
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えて蓄積された資金が「外南洋」を中心とした

関連会社への投資に向けられたことでも明らか

である。同年１２月，松江春次は『南洋開拓拾年

誌』を著して「内南洋」での成功の足跡を�り，

前年末に蘭領ニューギニアに創設した南洋興発

合名会社を足がかりに「外南洋」へ本格的に進

出する旨を語っている。そこで，この１９３２年を

区切りとしてその前後の松江春次の経営理念を

比較してみることとしたい。

松江は，南洋群島で南洋興発に先行した企業

の失敗の原因を，「特殊地域なるが故に，漠然，

科学を無視し得るものと信じ，頼るべからざる

僥倖に頼つて，初めから成算のない事業に，資

本と労苦とを浪費したること甚だ多い」と指摘

し，「総ゆる企業は何よりも先に科学的でなけ

ればならぬ」と断言している［松江１９３２a，４］。

そして，自らが南洋群島で起業した当時の思

いを，「どうしても糖業の宝庫としか考へられ

ない処を手中に収め乍ら，（中略）今や完全に

放擲されやうとして居るのを，国家経済上実に

勿体なく感じたばかりでなく，国際的に日本国

民の無能を広告する様な気がしたので，出来る

ことならば私が南洋の糖業を確立して，新領土

の開発を行ふと共に，日本の国際的威信の回復

を計り度いと思つたのと，又当時は我国の砂糖

輸入は毎年夥しい額に上り，之が台湾ばかりで

近い将来に充分になるなどゝは考へられなかつ

たので，南洋に糖業を発展させ砂糖の自給自足

を実現せしめることは，製糖業を本職として来

た自分として正に快心の事業であると考へたの

であつた」と振り返っている［松江１９３２a，５３―

５４］。

南洋興発嘱託として松江と近しい関係にあっ

た能仲文夫は，「元来社長の性格はハデなほう

ではない。（中略）あくまでも科学的に一つの

基礎の上に建設していくという性」であったと

その気質を評し［能仲１９６６，１５１］，「その理想

とするところは非常に国家本位である。国家の

将来をどうするかということについて，その一
ママ

翼を担なうのだという雄大な気持ちを持って」

いたとしている［大波ほか１９６６a，２２１］。また，

南洋興発の元社員水野茂も，「人間松江春次は

如何にも愛国的大事業家であり，国家とは切り

はなせない特殊な事業家」だったと回想してい

る［水野１９６６，７８］。

製糖技術者として身を起こした松江は，十分

な科学的調査を踏まえて，南洋群島での事業を

開始した。会社経営において合理性を追求した

のは至極当然といえる。松江の国家本位という

姿勢は終始変わりなかったが，南洋群島での事

業に専念していた１９３２年前後までは，「外南洋」

への南進を本格的に考えるまでの余力はなかっ

たといえる。

２．「外南洋」への事業展開以後

南洋群島での事業の成功により，松江春次の

名声は高まり，その発言が注目されるようにな

る。１９３２年前後を境に，そのまなざしは「外南

洋」へと向けられる。

１９３２年に，松江は「南洋群島開発の真意義は，

先づ之を開拓し，之を完全な足場として雄大な

表南洋の経綸を進め，我国の人口問題並に農業

問題の解決を行ふに在るのであつて，群島が我

国の委任統治に帰したことは，南方に大和民族

の活路を授くる神の聖慮であり，連盟を通じて

顕れた天の啓示である」と，南洋群島の位置づ

けを再定義する［松江１９３２a，５３］。さらに，ニ

ューギニア事業について「我国の難局を救ふ天

意と解すべきもので，吾々は挙国的南洋開拓に
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猛進すべき」と決意を表明し［松江１９３２a，３］，

南洋群島を足場に「表南洋と連絡せしめて群島

の終局の使命を実現せんことは，本春漸く其の

第一歩を乗り出したばかり」だとし［松江１９３２a，

２２９］，事業がまだまだ発展途上にあるとの認識

を示している。

この頃から，「南洋庁経済の独立」の立役者

として，政府・軍関係者に進言できる立場を得

て，南進論者としての発言が目立つようになる。

松江は，経済的独立を達成した後発植民地の台

湾・南洋群島に比べ，莫大な国費が先発植民地

の朝鮮・樺太・関東州に投下され続けているこ

とを引き合いに出して，「植民地は暑い天恵の

多い所が非常に有利であつて，寒い所はなかな

か経済其ものゝ独立も困難で，幾多の故障があ

る」と大陸進出の難点を指摘している［松江

１９３２c，５］。あくまで「満蒙」を日本の生命線

と位置づけながらも，南方の優位性を主張し，

「私は国策として満蒙対策を攻すべきと共に更

に南洋開発の有望にして且急務なることを叫は

さるを得ぬ」と南北併進を説く［松江１９３２b，４８］。

そして，具体的には「南は直接的資源（食糧

農産原料）の土地であり，北は間接的資源（燃

料鉱物其他）の土地である。（中略）我国の拓殖

方針の根本だけは，飽く迄も南には農業的開拓

を進め，北には燃料鉱物林業等を主力とした開

発を行ふべきものと信ずる。斯くして初めて拓

殖の合理化が行はれ，精製工業を行ふ内地を中

心として，北から重原料，南から軽原料の供給

を受け，寒温熱の三帯を縦貫した，完全な日本

の経済線が出来上がる」と，独自の経済圏構想

を打ち出す［松江１９３２a，１８］。

１９３１年の満州事変当時の世界情勢については，

「ブロツク経済の厳重なる障壁が張り廻らされ，

日本の海外進出は頗る悲観的な状態」だったと

し，「日本の海外発展はデツトロツクに乗り上

げコンクリートの壁に突き当つて居た」と表現

している［松江１９３９b，３４］。北進論が現実味を

おびた満州事変を，日本の大陸進出の画期と捉

えて評価する一方，「最強度の軍備，最高度の

産業を保持する為めに，海外資源の確保」が重

要な意義を持つとし，そのために「南方諸国と

の政治的経済的関係を開拓することが非常に緊

切な必要」であると，南進論をあわせて主張す

るのである［松江１９３９b，３８］。

１９３７年の盧溝橋事件を発端とした日中戦争が

泥沼化するなか，「事変の収拾，大陸政策の完

遂が絶対に必要」と述べているが，「南方問題

の解決は『先づ大陸問題を片附けてから』」と

の「現在の国民的常識」となっている二元論的

思考に苦言を呈し，大陸問題と南方問題の一体

性を力説している［松江１９４０a，２２―２６］。この

ように松江の南進論は，北進論との対置として

ではなく，日本の対外進出にとって大陸進出も

南方進出もともに必要不可欠という南北併進の

立場にあった。

松江は，１９３２年７～９月の蘭領ニューギニア

現地調査の後，すでに同地の買収構想を描いて

おり，それはやがて３４年１０月に出された『蘭領

ニューギニア買収案』に結実する。１９３５年の著

作でも「実にニユーギニアこそは神様が日本の

植民地として今日迄保存して置いて下さった

処」と特別視している［松江１９３５，７７―７８］。１９３６

年の著作では，蘭領ニューギニアを念頭におい

て「豊満国は其の全く不用なる部分の植民地を

不足国の管理に移し，管理を受けたる側は経営

に全力を注ぐと共に門戸開放並に報償制度に依

つて管理を与へたる側に利益の一部を均霑する
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方法を講じ，両国の共助的繁栄を図ることが遥

かに賢明である」と，その獲得に熱意を燃やし

ている［松江１９３６，４６―４７］。

１９３７年の日中戦争勃発直後の著作では，自ら

が開拓の中心となった南洋群島のこれまでの価

値を認めつつも，「広大なる外南洋に比較しま

すれば其の価値は誠に九牛の一毛にも及ばな

い」とし［松江１９３７，６］，「外南洋を閑却して

日本経済の転換を行ふことは絶対に不可能」と

断言している［松江１９３７，８］。１９３９年の第二次

世界大戦勃発直後にも，「吾人は前回の欧州大

戦に際し，吾国が南洋に対する認識欠乏の結果，

僅かに南洋群島を得たるのみにて，外南洋の大

宝庫に一指も手を染めざりし（中略）今度の機

会こそは完全に捉へ以て外南洋を吾が勢力範囲

に収めざるべからず」と述べるなど［松江１９３９a，

２］，ことあるごとに「外南洋」へ国家的進出を

鼓吹していた。

こうした松江春次の国家観や会社経営の根本

姿勢を象徴するものとして「南興精神綱領」が

ある。

一，皇室を敬い国体を重んずべし。

一，松江社長の開拓精神を永遠に伝ふべし。

一，純忠至誠の大和魂を以て南洋産業の興隆に

力むべし。

一，家族主義を基調として同心協力すべし。

一，質実剛健堅忍不抜以て勤労すべし［木村

１９６６c，１６］。

この綱領は，１９３５年頃，木村国太郎が，のち

に取締役になる藤原正人と「徹夜して書き上げ

た合作」であり，「心ある全職員の胸のうちに

あった気持を文章に現わしただけのもの」で，

松江春次の指示により作られたものではなかっ

た［木村１９６６b，１１９―１２１］。しかし，野村進は，

この綱領を「天皇制のひな型である南興・松江

体制」を如実にあらわすものと位置づける［野

村１９８７，１８２］。

この綱領が松江の経営理念を反映しているこ

とは関係者の発言からも読み取れる。松江から

社長職を引き継いだ栗林徳一は，「松江さんと

南洋興発が一身一体だった」と振り返っている

し［栗林１９６６a，１０］，松江の次男・宏次は，「ひ

とつの忠君愛国みたいな，昔の封建的なものを

非常に持ったのは私のおやじだと思うのです」

と回想している［松江１９６６，２７２］。

綱領ができる以前の１９３２年に入社した難波光

男は，「当時南洋興発で働いているときは，南

進というか，外へ出てやることは体でジカに教

えられたような気がする」と述べている［大波

ほか１９６６c，２６４］。１９３６年入社の犬養正男は，「松

江さんの場合は，労働の対価というのは，国策

を遂行する手段なんだ。給料を貰う，それはた

んなる手段に過ぎないのだ，君の仕事は国策を

一歩々々前進させていくんだというような思想

といいますか，考え方をわれわれ若い者に植え

付けた」と回想している［大波ほか１９６６b，２３７］。

南興では小作争議などの問題を抱え，「家族

主義」的経営が必ずしもうまく機能していなか

ったという側面もある。しかし，松江の言葉を

借りれば，全般的には「当社の移民は生活の行

き詰つて居る内地から豊かな南洋に移して，其

処に健実な生活を築く第一歩から非常な注意を

以て擁護して居るのであるから，到底普通の労
ママ

資関係とは比較にならない緊密関係があるべき

筈で，当社を家長とした大きな家族的団結と言

ひ得る」良好な状況にあったという［松江１９３２a，

１５８］。

ここで，会社組織の末端で働いていた従業員
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の手記も紹介しておきたい。テニアン製糖工場

職工・佐藤欣市は，南洋群島内で松江春次を「南

洋の王サマ」「南洋開拓王」「大統領」などと呼

んでいると述べる。松江が事業地を訪れた際，

「一々私たち下級の従業員にまで優しく言葉を

かけてくれたのにはなんだか涙が出さうだつ

た」とのエピソードを交えて語り，「南洋群島

をいまのやうに作り上げたのは勿論松江春次一

人の力ではなかつたであらう。然し，この人の

この力が推進力となつてやつたればこそ，現在

の群島が出来上つたものであり，また今日の南

興があるのであらう」と評価する。さらに，「外

南洋」での事業の困難さを指摘したうえで，「私

たちは一職工ではあるが，若しも南興が赤道を

乗り越えて，外南洋の仕事に手をつけるときが

あつたとするならば，私たちは，何を措いても，

南興挺身隊の一人として身命を掀つだけの覚悟

はある。この覚悟は松江王サマの意志をつぐこ

とだと思つてゐる」との決意表明をしている［佐

藤１９４１，９５］。

このように，松江の「外南洋」への事業展開

に対する理解は，幹部社員はもとより，組織の

末端に至るまで相当程度浸透していたと考えら

れる。しかし，経営理念の理解とは裏腹に，南

洋興発の「外南洋」での事業は芳しいものでは

なかった。１９３８年６月，取締役に就任した栗林

（のちに社長）は，当時を振り返って「会社の

事業のうち，三千万円が主として内南洋の製糖

事業等に投資されていて，これは利益を挙げて

いた。更に三千万円程度のものが，ニューギニ

ア，チモール，セレベス等の海外事業に注ぎ込

まれていたが，この方は，全く半身不随の形で，

ニューギニアの綿作の如きは，年間百万円程度

の赤字を続けている状態であった」と述べてい

る［栗林１９６６b，５３］。

栗林が指摘する南洋興発の蘭領ニューギニア

への進出は１９３１年，蘭領セレベス，葡領ティモ

ールへの進出は１９３７年で，それぞれ南洋興発合

名，南太平洋貿易，S・A・P・Tを設立している。

ほぼ同時期の１９３４年，親会社・東拓は南洋林業

を後押しして蘭領インド政府との間に南部ボル

ネオの森林租借契約を交わさせ，自らの資金援

助で約５万ヘクタールの森林伐採を目論んでい

る。結果的に，南洋林業の事業は不振となり，

１９３７年，東拓は同社全株式を引き受けることに

なったが［黒瀬２００３，２６６］，独自のルートで「外

南洋」への進出を目指していたことは注目に値

する。

南洋興発の「外南洋」進出と同時期に，東拓

が棲み分けするかのように蘭領ボルネオに新た

なルートを求めたのは，東拓自体も，松江率い

る南洋興発の「外南洋」進出に触発され，新た

な利益を求めていった側面も強いと思われる。

一方，南洋興発の基幹事業，「内南洋」での

製糖生産は，営業報告書によれば，１９３１年度に

６４万担（たん──１坦約６０キログラム，ピクルと

同義）に達し，以後順調に数値を伸ばしたが，

３８年度の１２４万１０００担をピークに減少し，４２年

度には７８万５０００担まで落ち込んでいる。１９３０年

代末ごろには，甘蔗園の地力消耗もあり，事業

拡大は限界に達していたのである［黒瀬２００３，

２７３］。

表３をみると，１９３７年１０月を期首，３８年９月

を期末とする３８年度の利益金は５１４万９０００円，

３９年度は４６０万５０００円，松江が社長を辞する直

前の４０年度は３８１万１０００円と低下している。

松江は，１９４０年度上半期（第３１期）定時総会

で，「此際『伸びんとせば先づ屈するを要す』
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の古語のとおり，当社は国策に順応する立場か

ら，利益配当を低減して多少用意するを要する」

と述べている［松江１９４０b，２０］。利益はあがっ

ているものの，配当率は１割２分から１割と低

減しており，南洋興発の右肩上がりの成長は限

界に至り，曲がり角に達していたと推定される。

群島内での製糖業の限界は，「外南洋」事業

の不調とあいまって，製糖技術者として身を起

こした松江の立場に影を落とすことになる。

１９４０年１２月，松江は社長を辞し会長に就任する。

社長辞任劇の背景には，松江自身の健康問題が

あったとされるが，財政問題も重要な要因であ

ったと考えられる。

松江は，南洋群島事業での成功の結果，経営

者としてばかりか南進論者としての立場も得た

のであった。しかし，その成功は排他的経済圏

内での国家保護による独占的事業によりもたら

されたものであった。その要因を最も承知して

いたのは，松江自身であったはずである。松江

の示した「蘭領ニューギニア買収案」は，南洋

群島での事業を土台に，南洋興発の活路を「外

南洋」に求め，新たな利益を見出そうとして提

案されたものであろう。政府による「外南洋」

への本格的な進出が実現されれば，南洋群島と

同様の成功がもたらされると期待していた。つ

まり，国家による「外南洋」への進出の呼び水

となることを期待し，日本の勢力拡大とともに

南洋興発の事業の隆盛をねらっていたのであろ

う。しかし，松江の思惑どおりにはならなかっ

たのである。

まとめとして

松江春次が率いた南洋興発は，東洋拓殖の出

資をもとに，海軍，南洋庁といった政府機関を

後ろ盾として成立した国策会社であった。松江

春次の企業家としての成功は，個人的な才覚も

さることながら，国家的な支援体制なしには考

えられないものだったといえよう。

南洋興発の成功は，いわば国家の保護下にお

ける排他的経済圏内での独占的事業によりもた

らされたものであった。事業が軌道に乗るまで

継続的に下付された補助金，戦時下における国

家の委託事業に対する特種事業収入（表３）な

どは，国家と南洋興発の強力な結びつきを示す

例といえる。戦時下において，南洋興発は軍と

一体化することになったのである。

また，その成功は配当金という形で親会社・

東洋拓殖に還流し，国策遂行の資金源となって

いった。納付された税金は南洋庁の財政的独立

に寄与するばかりか，南進基地として南洋群島

を位置づけた「南洋群島開発計画」にも資する

ことが多く，南洋興発の果たした役割は大きい。

先行研究による南洋興発の位置づけは，営業

報告書から導き出された数値とも合致した。南

洋興発の「内南洋」事業の成功は，国家へ財政

的貢献をし，南進論者としての立場を松江に与

えることになった。その提言は，以後の南洋興

発の経営戦略が国家による「外南洋」進出と重

なることを期待してなされたものであった。

南洋群島事業での経験から，何より国家的な

後ろ盾が必要であることを最も感じていたのは，

松江春次自身ではなかっただろうか。「外南洋」

への進出が，製糖を基盤とする企業から脱却し

コンツェルン化しつつある南洋興発の真価を問

われるものになることを十分承知していたはず

であり，その切り札として考えられたのが「蘭

領ニューギニア買収案」だったのだろう。しか
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し，その「外南洋」事業でつまづき，自らの地

位を危うくしたのは，皮肉なことであった。

松江は，南洋群島に続く排他的経済圏の確立

を，買収案の先に見据えていたはずである。国

家的な後ろ盾を必須としていた松江の南進論は，

北進を否定するものではなく，南北併進を旨と

していた。それは何より大陸政策の推進を図る

東洋拓殖の子会社社長という立場ゆえのもので

あり，その立場から決して自由ではなかったの

である。早期の段階で「蘭領ニューギニア買収

案」と並行してブロック経済的思想を主張した

のも，北進との対置としての南進ではなく，あ

くまで北進論を大前提として，付加的になされ

た南進論だったからであろう。

南進論者としての松江春次の立場は，南洋興

発の国家への財政的貢献によりもたらされた。

その提言は会社の以後の経営戦略と国家による

対外進出が重なることを期待してなされたもの

であり，経営トップという立場と不可分の関係

にあったと言えよう。

（注１）１９０５年の第２次日韓協約に基づき，韓国

における産業資源の助長，開発の目的をもって設立

された特殊事業会社。その事業地は朝鮮半島ばかり

でなく関東州，満州，華北，南洋群島，マレー半島

にも及んだ。また，多くの会社の株式を保有し，傘

下にあった関連会社は約６０にも上った。南洋興発も

同社の事実上の子会社にあたる。植民地経営の中心

的役割を担ったが，１９４５年敗戦とともに解体した。

（注２） 筆者はアジア・太平洋資料室所蔵の複写

版を参照した。山口洋兒室長には松江春次に関する

各種資料についても御教示いただいた。

（注３）１９３７年，南洋興発に入社，ロタ製糖所燐

鉱部に勤務。戦後，芝浦製糖株式会社，三井製糖株

式会社で取締役，監査役などを歴任した。その傍ら，

閉鎖機関指定解除後の南洋興発の清算実務にもあた

った。著書『南興史──南洋興発株式会社興亡の記

録──』は，「第１編南興戦後史」「第２編南興全史

年表」で構成されている。戦前戦後を通じて南洋興

発に深く関わった著者ならではの視点から，「南洋興

発株式会社営業報告書」などの内部資料を駆使して

まとめられたものである。

（注４） 当時，東京に日本精製糖株式会社，大阪

に日本精糖株式会社があり，松江が入社したのは後

者である。１９０６年１１月，この日本精製糖が日本精糖

を吸収合併し，社名を大日本製糖株式会社（略称「日

糖」）と改めて新発足した。

（注５） 創業者は，下関の豪商西村惣太郎。日本

軍の南洋群島占領（１９１４年１０月）後，当時の臨時南

洋群島防備隊司令官の許可を得て，１７年２月，サイ

パンに西村製糖所を設立した。１９１９年１１月，同製糖

所を西村拓殖株式会社として法人化した。第３年度

において，ようやく白下糖の生産をあげたものの，

戦後恐慌のあおりを受けて事業は壊滅状態に陥り，

１９２１年，商号を南洋興発株式会社と変更し消滅した。

（注６） 渋沢系の南洋企業組合の後身会社で，フ

ィリピンでの麻事業，サイパン，テニアンでの製糖

事業等を計画し，藤山雷太，伊藤忠兵衛らの有名財

界人が発起人となって設立された。１９２０年の戦後恐

慌で事業が悪化し，２１年，その権利の一切を南洋興

発に譲渡したのち，破産し消滅した。

（注７） 南洋興発株式会社の設立方法は，次のと

おり。

（１）法的手段として，あらかじめ西村拓殖株式会

社の資本金５００万円を５０万円に減資し，新たに東洋拓

殖株式会社等の引き受けにより，資本金３００万円とし

た。

（２）西村拓殖株式会社の商号を南洋興発株式会社

に変更した。南洋興発は，西村拓殖のサイパン，テ

ニアン，アギーガン，ロタ，クサイ等の権利や事業

の一切を継承するとともに，興銀等に対する長期負

債および現地負債を引き受けた。

（３）南洋殖産株式会社のサイパン，テニアンにお

ける権利や事業の一切を５０万円で買収した。

（注８） 旧南洋群島，現ミクロネシアとほぼ同じ

地域。日本の勢力下という意味合いから「内なる」

南洋として区別した。「裏南洋」もほぼ同じ意味であ
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る。

（注９） 現在の東南アジアとほぼ同じ地域。日本

勢力下の「内南洋」より外の地域を示す。日本が進

出すべき地域として「表南洋」と称される場合もあ

る。
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編『松江社長を偲ぶ』南興会２５２―２６６．

───１９６６d．「松江社長を語る座談会Ⅴ」木村国太郎

編『松江社長を偲ぶ』南興会２６７―２８３．

木村国太郎１９６６a．「東拓の陰謀のおもい出の一つ」木

村国太郎編『松江社長を偲ぶ』南興会１２２―１２４．

───１９６６b．「南興精神綱領の出来た頃の思い出」木

村国太郎編『松江社長を偲ぶ』南興会１１９―１２１．

─── 編１９６６c．『松江社長を偲ぶ』南興会．

串田武雄１９６６．「南興精神の訓え」木村国太郎編『松

江社長を偲ぶ』南興会６２―６７．

栗林徳一１９６６a．「追悼の辞」木村国太郎編『松江社長

を偲ぶ』南興会１０―１１．

───１９６６b．「松江さんと私」木村国太郎編『松江社

長を偲ぶ』南興会５１―５５．

黒瀬郁二 ２００３．『東洋拓殖株式会社──日本帝国主義

とアジア太平洋──』日本経済評論社．

小西干比古１９４３．『内南洋方面先覚者物語』南洋資料

第２７７号 南洋経済研究所．

佐藤欣市１９４１．「松江栗林両氏に告ぐ」『外地評論』第

４巻第３２号（５月）９５．

高木茂樹１９９８．「松江春次の南進論──蘭領ニューギ

ニア買収構想をめぐって──」『アジア経済』第３９

号第２号（２月）５１―６９．

武村次郎１９８４．『南興史──南洋興発株式会社興亡の

記録──』南興会．

南洋庁１９３８―１９４１．『南洋庁統計年鑑』第６―９回．

能仲文夫１９４１．『南洋と松江春次』時代社．

───１９６６．「人間松江春次」木村国太郎編『松江社

長を偲ぶ』南興会１５０―１６０．

野村進１９８７．『海の果ての祖国』時事通信社

林寿夫１９３６．『南洋群島の現勢に就て』南方経済調査

会．

───１９４１．「群島財政の独立に寄与貢献せし南洋興

発の功績」『南洋興発株式会社二十周年』南洋興発

株式会社の付録 「南洋興発創立二十周年記念所感」

４３―４６．

ピーティー，マーク・R１９９２．「日本植民地支配下のミ

クロネシア」大江志乃夫ほか編『近代日本と植民

地』第１巻 岩波書店１８９―２１５．

松江春次１９３２a．『南洋開拓拾年誌』南洋興発株式会社．

───１９３２b．「快適有望の南洋を語る」『拓殖公論』

第７巻第７８号（１２月）４８―５０．

───１９３２c．「ニウギニアと蘭領印度（１）」『南洋協会

雑誌』第１８巻第１２号（１２月）４―１１．

───１９３３．「ニウギニアと蘭領印度（２）」『南洋協会

雑誌』第１９巻第１号（１月）４―１０．

───１９３５．『吾国の人口問題と大南洋確保の急務』

自刊（松江１９３６．『世界平和と植民地再分割論』自

刊に再録）．

───１９３６．『世界平和と植民地再分割論』自刊．

───１９３７．『非常時局と南方発展』自刊．

───１９３９a．『欧州動乱の勃発と南方問題』自刊．

───１９３９b．「極東情勢の激変と海外発展」『経国』

第６巻第９号（９月）３３―３８．

───１９４０a．「大陸再建と南方問題の一体性」『経国』

第７巻第１号（１月）２２―２６．

───１９４０b．「伸びんとせば先づ屈す」『拓殖公論』

第１５巻第１６７号（７月）２０―２５．

松江宏次１９６６．「生来無一物」木村国太郎編『松江社

長を偲ぶ』南興会１４４―１４５．

水野茂１９６６．「初船旅のおもい出」木村国太郎編『松

江社長を偲ぶ』南興会７７―７８．

矢内原忠雄１９６３．『南洋群島の研究』『矢内原忠雄全集』

第３巻 岩波書店１―４５８．
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（学校法人東海学園東海高等学校教諭，２００７年１１

月２６日受付、レフェリーの審査を経て２００８年５月

９日掲載決定）
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